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  令和６年１２月１日 

 No.173

⑺ 

練
馬
西
税
務
署 

署
長
講
演
・
税
務
講
習
会 

十
一
月
二
十
二
日
（
金
）
税
を
考
え
る
週

間
の
一
環
と
し
て
、
練
馬
西
税
務
署
職
員
に

よ
る
相
続
税
講
習
会
を
開
催
し
ま
し
た
。 

今
年
度
も
穏
や
か
な
小
春
日
和
に
恵
ま

れ
、
九
名
の
ご
参
加
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

講
師
は
昨
年
同
様
、
練
馬
西
税
務
署
資

産
課
税
第
一
部
門
髙
橋
国
税
調
査
官
に
お

越
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

は
じ
め
に
暮
ら
し
の
税
情
報
の
冊
子
を

元
に
、
相
続
や
遺
贈
に
よ
っ
て
取
得
し
た

財
産
の
遺
贈
と
は
？
の
遺
贈
の
説
明
か
ら

は
じ
ま
り
、
非
課
税
財
産
の
な
か
の
墓

所
、
仏
壇
、
祭
具
な
ど
は
非
課
税
財
産
に

な
る
が
、
純
金
の
仏
壇
は
さ
す
が
に
非
課

税
に
は
難
し
い
で
し
ょ
う
と
の
こ
と
。 

練
馬
西
税
務
署
職
員
に
よ
る 

  

▲
 

◆
税
を
考
え
る
週
間
の
一
環
と
し
て
◆ 

―
 

相
続
税
の
基
本
か
ら
令
和
六
年
度
の
税
制
改
正
ま
で 

―
 

 

第
六
回 

 

 

十
一
月
十
二
日
、
石
神
井
公
園
区
民
交
流
セ
ン
タ
ー
に
於
い
て
、
令
和
六

年
度
納
税
表
彰
式
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
当
会
か
ら
、
練
馬
西
税
務
署
長

表
彰
状
受
彰
者
二
名
、
感
謝
状
受
彰
者
二
名
、
計
四
名
の
方
が
表
彰
さ
れ
ま

し
た
。 

税
務
功
労
者
練
馬
都
税
事
務
所
長
感
謝
状
贈
呈 

令
和
六
年
度
税
務
功
労
者
練
馬
都
税
事
務
所
長
感
謝
状
が
、
当
会
羽
賀

義
比
古
支
部
長
に
贈
呈
さ
れ
ま
し
た
。
誠
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

練
馬
西
税
務
署
長
表
彰
状 

 

支
部
長 浅 

野  

機 

芳 

殿 
 

事
務
局
長
補
佐 

(

練
馬
西
税
務
懇
話
会 

事
務
局
長) 

髙 

橋  

敏 

子 

殿 

受
賞
者
の
皆
さ
ま
誠
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

事 務 局 か ら の お 知 ら せ 

◎令和6年１２月２8日（土）～令和7年１月5日（日）まで、

年末年始の休業となります。 

◎年末調整の手続きは、１月１０日（金）までにお願いいたし

ます。決算時に年末調整の手続きは、できかねますので

あらかじめご了承ください。 

◎相談等は全て予約制となります。お手数ですが、お電話で

予約の上お越しください。 

◎決算予約の往復はがきが届かない、または紛失した方は、

１２月２7日までにお電話で予約をお願いいたします。 

◎決算書３面（新書式）に売上・仕入明細の記入が必要とな

ります。取引先名、住所、登録番号、取引金額をまとめてく

ださい。 

 

 
左から髙橋事務局長補佐、浅野支部長、

梶野会長、近藤支部長、門脇支部長 

 

十
一
月
十
四
日
（
木
）「
税
を
考
え
る

週
間
」
の
一
環
と
し
て
、
練
馬
西
税
務

署
近
藤
高
史
署
長
に
よ
る
講
演
を
開
催

致
し
ま
し
た
。 

近
藤
署
長
は
神
奈
川
県
茅
ケ
崎
市
の

ご
出
身
で
、「
税
に
関
わ
っ
て
」
と
題
し

て
ご
講
演
を
頂
き
ま
し
た
。
令
和
５
年

高
知
県
安
芸
税
務
署
長
を
努
め
ら
れ
た

ご
縁
で
、
高
知
県
の
特
産
物
、
観
光
名

所
等
、
様
々
な
魅
力
を
ご
紹
介
し
て
頂

き
ま
し
た
。 

講
演
の
は
じ
め
に
、
今
後
の
税
務
行

政
の
将
来
像
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
ま
し

た
。
続
い
て
、
税
務
署
、
国
税
局
で
徴

収
部
門
の
担
当
と
し
て
、
国
税
が
納
期

限
ま
で
に
納
付
さ
れ
な
い
時
、
実
情
を

お
聞
き
し
な
が
ら
督
促
や
滞
納
整
理
を

相
続
税
講
習
会
開
催 

 

練
馬
区
民
表
彰 

表
彰
式 

令
和
六
年
度
練
馬
区
民
表
彰
を
、
当
会
本
橋
稔
支
部
長
が
受
彰
さ
れ
ま

し
た
。
誠
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

練
馬
西
税
務
署
長
感
謝
状 

 

支
部
長 門 

脇  

正 

明 

殿 
 

支
部
長 近 

藤  

孝 

明 

殿 

▲署長講演の風景 

資産課税第一部門 

髙橋国税調査官 

相
続
税
の
計
算
の
し
か
た
で
は
配
偶
者

の
税
額
軽
減
を
使
用
す
る
場
合
、
必
ず
申

告
が
必
要
と
の
こ
と
。 

ま
た
、
タ
ワ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン
の
売
買
価

額
と
相
続
税
評
価
額
と
の
価
額
差
が
大
き

い
こ
と
が
問
題
と
な
り
、
令
和
六
年
一
月

一
日
以
後
に
相
続
、
遺
贈
又
は
贈
与
に
よ

り
取
得
し
た
居
住
用
の
区
分
所
有
財
産
い

わ
ゆ
る
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
の
価
額
が
、
新

た
に
定
め
ら
れ
た
個
別
通
達
に
よ
り
評
価

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
と
あ
る
マ

ン
シ
ョ
ン
の
ケ
ー
ス
で
は
、
ま
だ
新
築
の

た
め
、
現
在
、
従
来
の
評
価
額
の
1.5
倍
く

ら
い
に
な
っ
て
い
る
の
が
、
築
30
年
く
ら

い
で
補
正
率
が
ゼ
ロ
と
な
り
、
築
80
年
く

ら
い
で
評
価
額
自
体
が
ゼ
ロ
と
な
る
よ
う

で
、
す
べ
て
が
高
く
な
る
わ
け
で
は
な
い

こ
と
が
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。 

続
い
て
、
小
規
模
宅
地
等
の
特
例
の
対
象

と
な
る
宅
地
の
う
ち
、
被
相
続
人
の
居
住
の

用
に
供
さ
れ
て
い
た
宅
地
に
つ
い
て
は
、

330
㎡
ま
で
評
価
額
が
80
％
減
額
に
な
る 

が
、
被
相
続
人
が
一
人
暮
ら 

し
を
し
て
い
て
、
老
人
ホ
ー 

ム
に
入
っ
た
場
合
、
相
続
開 

始
ま
で
そ
の
ま
ま
空
き
家 

に
な
っ
て
い
れ
ば
、
特
例
を 

練
馬
西
税
務
署 

納
税
表
彰
式 

 

国
税
庁
長
官 

納
税
表
彰
式 

 

十
月
二
十
三
日
、
三
田
共
用
会
議
所
に

於
い
て
、
令
和
六
年
度
国
税
庁
長
官
納
税

表
彰
式
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
当
会
か

ら
、
梶
野
武
宏
会
長
が
表
彰
さ
れ
ま
し

た
。
誠
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

十
月
三
十
日
、
都
庁
第
一
本
庁
舎
に
於
い
て
、
令
和
六
年
度
納
税
表
彰
式

が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
当
会
か
ら
、
山
田
國
雄
副
会
長
が
表
彰
さ
れ
ま
し

た
。
誠
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

東
京
都
主
税
局
長 

表
彰
式 

 

講
習
会
風
景 

▲
 

 

近藤署長 ▲
 

行
う
た
め
の
流
れ
を
お
話
し
頂
き
ま
し

た
。
ま
た
、
国
税
訟
務
官
室
で
は
、
原

告
訴
訟
担
当
と
し
て
国
が
原
告
や
申
立

人
と
な
る
訴
訟
事
案
に
従
事
さ
れ
ま
し

た
。 特

別
整
理
総
括
第
二
課
審
理
担
当
の

際
に
、
現
在
で
は
、
動
産
公
売
の
主
流
と

な
っ
て
い
る
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
オ
ー
ク

シ
ョ
ン
の
立
ち
上
げ
に
携
わ
ら
れ
ま
し

た
。
令
和
五
年
度
あ
っ
た
実
例
と
し
て
、
最

低
入
札
額
よ
り
か
な
り
高
い
金
額
（
過
去

最

高

額

）

で

フ

エ

ラ

ー 

リ
が
落
札
さ
れ
た
お
話
に
皆
さ
ん
驚
か

れ
て
い
ま
し
た
。 

三
十
七
年
間
税
務
行
政
に
携
わ
ら
れ

た
ご
経
験
と
実
例
を
通
し
て
の
お
話
で

あ
っ
と
い
う
間
に
時
間
が
過
ぎ
て
し
ま

い
ま
し
た
。 

第
二
部
は
、
個
人
課
税
第
一
部
門
高

田
上
席
国
税
調
査
官
よ
り
、
令
和
六
年

度
税
制
改
正
か
ら
「
所
得
税
・
個
人
住

民
税
の
定
額
減
税
」
「
住
宅
ロ
ー
ン
控

除
の
拡
充
」
等
、
皆
様
に
関
係
す
る
内

容
の
ご
説
明
を
頂
き
ま
し
た
。 

 

 

公
務
ご
多
忙
の
中
、
ご
講
演
を
頂
き
ま

し
た
近
藤
署
長
、
ご
臨
席
頂
き
ま
し
た 

  

三
木
第
一
統
括
官
、
講
師
を 

し
て
頂
い
た
高
田
上
席
、 

 

ご
参
加
頂
き
ま
し
た 

 

多
く
の
皆
様
に
深
く 

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 
 
 (

高
田)

 

 

マル経融資のご案内 
～小規模事業者経営改善資金～ 

 

※融資限度額：２,０００万円 

※返 済 期 間：運転資金 7年以内 

※返 済 期 間：設備資金 10 年以内 
 

■利率：1.65％（2024年 12月 1日現在） 

※担保・保証人不要（保証協会の保証も不要） 

※他に練馬区の利子補給 40％（3ヶ年度） 

※利用できる方：従業員 20 名以下 

※1年以上事業を行っている方 

※飲食業の設備資金も利用可能 
 

◇本融資は商工会議所の推薦で日本政策金融公 

庫より事業資金として貸し出されますが、審査 

の結果、ご希望に添えないことがあります。 
 

《窓口専門相談》 
 

本相談は、経営に関する相談に限定しております。 

会員・非会員の方問わず利用できます。 

 

【法律相談】毎月第 2 金曜日 

【法律相談】午後 1 時～4 時（30分単位） 

【法律相談】相談員：弁護士 相談無料  
 

【税務相談】1 月～ 3 月 毎週火曜日 

【税務相談】4 月～12 月 毎月第 2 火曜日 

【税務相談】午後 1 時～4 時（30分単位） 

【税務相談】相談員：税理士 相談無料 
 

【 】東京商工会議所練馬支部  

【 】練馬区練馬 1-17-1 Coconeri 4Ｆ 

適
用
で
き
る
が
、
生
計
別
の
子
供
が
住
む
、

ま
た
は
賃
貸
で
貸
し
付
け
た
場
合
に
は
、

80
％
減
額
に
は
な
ら
な
い
と
の
こ
と
。 

ま
た
、
二
世
帯
住
宅
の
ケ
ー
ス
で
、
区
分

所
有
の
場
合
に
は
、
被
相
続
人
の
親
族
が
居

住
し
て
い
る
部
分
に
対
応
す
る
敷
地
に
つ
い

て
は
、
被
相
続
人
の
居
住
の
用
と
は
な
ら

ず
、
80
％
減
額
に
は
な
ら
な
い
の
で
、
こ

れ
か
ら
住
宅
を
登
記
す
る
際
に
は
検
討
し
ま

し
ょ
う
と
の
こ
と
で
し
た
。 

講
義
の
あ
と
は
、
質
疑
応
答
で
盛
り
上
が

り
、
閉
会
と
な
り
ま
し
た
。
実
例
を
交
え
た

講
義
で
、
と
て
も
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。 

公
務
ご
多
忙
の
な
か
講
師
を
快
く
お
引
き

受
け
い
た
だ
き
ま
し
た
髙
橋
国
税
調
査
官
、

ご
出
席
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
さ
ま
に
紙
面
を

お
借
り
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

来
年
も
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

髙
橋 



 

●
控
除
証
明
書
（
提
出
に
な
り
ま
す
。） 

・
国
民
年
金
保
険
料 

・
国
民
年
金
基
金 

・
小
規
模
企
業
共
済
等
掛
金
控
除 

・
生
命
保
険
料
控
除 

・
地
震
保
険
料
控
除 

・
寄
付
金
（
ふ
る
さ
と
納
税
等
） 

 

●
一
月
～
十
二
月
の
年
間
支
払
金
額 

（
証
明
書
は
不
要
で
す
。） 

・
国
民
健
康
保
険
料 

・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料 

・
介
護
保
険
料 

※
金
額
が
ご
不
明
の
方
は
、
事
前
に
区
・

市
役
所
に
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。 

●
医
療
費
控
除
の
明
細
書
作
成 

医
療
費
控
除
の
適
用
を
受
け
る
方

は
、
明
細
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。 

※
作
成
方
法
に
つ
い
て
ご
不
明
な
方

は
、
事
前
に
練
馬
西
青
色
申
告
会

に
お
問
合
わ
せ
頂
く
よ
う
お
願
い

致
し
ま
す
。 

※
医
療
費
の
領
収
書
は
確
定
申
告
期

限
等
か
ら
五
年
間
、
破
棄
せ
ず
に

必
ず
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。（
税
務

署
か
ら
医
療
費
の
領
収
書
の
提
示

又
は
提
出
を
求
め
ら
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。） 

 

●
満
期
保
険
金
が
あ
る
場
合 

保
険
会
社
か
ら
送
付
さ
れ
る
満
期

保
険
金
、
今
ま
で
に
支
払
っ
た
掛
金 

ま
た
は
保
険
料
を
記
載
し
た
書
類
。 

※
書
類
が
な
い
場
合
は
そ
の
金
額
を

調
べ
る
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。 

●
Ｕ
Ｓ
Ｂ
メ
モ
リ
ー 

翌
年
分
の
デ
ー
タ
入
力
時
に
住

所
、
氏
名
、
扶
養
者
名
、
減
価
償
却

費
等
の
変
更
・
追
加
・
削
除
等
の
入

力
時
間
の
短
縮
に
な
り
ま
す
。（
事
務

局
で
も
販
売
し
て
お
り
ま
す
。
） 

 
 

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
） 

の
記
載 

・
確
定
申
告
す
る
ご
本
人 

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
場
合
） 

表
面
裏
面
の
コ
ピ
ー 

 

（
通
知
カ
ー
ド
の
場
合
） 

通
知
カ
ー
ド
と
身
分
証
明
書 

（
免
許
証
・
健
康
保
険
証
・
パ
ス 

ポ
ー
ト
等
）
の
コ
ピ
ー 

・
専
従
者
や
扶
養
親
族
（
16
歳
未
満

の
方
を
含
む
。
） 

個
人
番
号
の
記
載
の
み 

●
会
計
ソ
フ
ト(

ブ
ル
ー
リ
タ
ー
ン
Ａ)

 
以
外
を
ご
利
用
の
方 

 

仕
訳
帳
・
現
金
出
納
帳
・
決
算
書

の
印
刷
さ
れ
た
も
の
。 

 

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
顔
写
真

付
き
）
に
よ
る
、
ｅ‐
Ｔ
ａ
ｘ
送
信

に
ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。 

●
イ
ー
タ
ッ
ク
ス
送
信
を
さ
れ
る
方 

①
利
用
者
証
明
用
暗
証
番
号
（
数

字
４
桁
） 

②
署
名
用
暗
証
番
号
（
英
数
字
混

合
の
６
文
字
以
上
16
文
字
以
下
） 

①
②
ど
ち
ら
か
一
方
で
も
分
か
ら
な

い
場
合
は
、
ｅ‐

Ｔ
ａ
ｘ
送
信
が
出

来
ま
せ
ん
。 

※
二
回
目
以
降
の
申
告
は
①
の
み
で

送
信
で
き
ま
す
。 

●
青
色
申
告
決
算
書
に
売
上
・
仕
入

金
額
の
明
細
の
記
入
が
必
要
で
す
。 

①
売
上
・
仕
入
先
名
・
所
在
地 

②
登
録
番
号 

③
売
上
・
仕
入
先
ご
と
の
金
額 

※
登
録
番
号
を
記
載
さ
れ
た
方
は
、

①
の
記
載
は
省
略
可
能
で
す
。 

  

●
免
税
事
業
者
で 

イ
ン
ボ
イ
ス
の
登
録
を
さ
れ
た
方 

 

課
税
売
上
高
が
一
千
万
円
以
下
で

あ
る
場
合
で
も
消
費
税
の
申
告
が
必

要
に
な
り
ま
す
。 

※
課
税
売
上
高
に
は
次
の
金
額
が
含

ま
れ
ま
す
。 

・
商
品
や
製
品
の
販
売
代
金 

・
請
負
工
事
代
金
、
サ
ー
ビ
ス
料
等 

・
貸
店
舗
や
貸
事
務
所
の
賃
貸
料 

・
業
務
に
使
用
し
て
い
る
建
物
、
車

両
、
機
械
、
パ
ソ
コ
ン
な
ど
の
減

価
償
却
資
産
の
売
却
代
金 

●
収
入
及
び
経
費
を
集
計
す
る
際 

〔
一
般
課
税
を
選
択
し
て
い
る
方
〕 

課
税
売
上
の
金
額
及
び
各
経
費
の

金
額
を
、
標
準
税
率
10
％
、
軽
減
税

率
８
％
に
区
分
し
て
集
計
し
て
頂
く

よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。 

〔
簡
易
課
税
を
選
択
し
て
い
る
方
〕 

課
税
売
上
の
金
額
（
二
種
類
以
上

の
業
種
を
お
持
ち
の
方
は
そ
の
年

分
の
課
税
売
上
の
内
訳
を
そ
の
業

種
ご
と
に
区
分
し
た
金
額
）
を
、
標

準
税
率
10
％
、
軽
減
税
率
８
％
に
区

分
し
て
集
計
し
て
頂
く
よ
う
お
願

い
致
し
ま
す
。 

●
納
付
ま
た
は
還
付
を
受
け
た 

消
費
税
の
処
理 

 

令
和
五
年
分
の
消
費
税
の
確
定

申
告
で
消
費
税
の
確
定
申
告
書
を

提
出
し
た
方 

・
納
付
し
た
消
費
税
額
で
令
和
五
年

に
未
払
金
処
理
を
し
て
い
な
い
場

合
に
は
、
令
和
五
年
分
の
経
費
（
租

税
公
課
）
と
な
り
ま
す
。 

・
還
付
を
受
け
た
消
費
税
額
で
令
和

五
年
に
未
収
金
処
理
を
し
て
い
な

い
場
合
に
は
令
和
五
年
分
の
収
益

（
雑
収
入
）
と
な
り
ま
す
。 

 

（3） （2）

  

 

決

算

申

告

等

の
確

認

と

お

願

い 
ご
持
参
を
お
願
い
し
ま
す 

 

●｢

確
定
申
告
の
お
知
ら
せ
は
が
き｣

 

ま
た
は
「
通
知
書
」 

令
和
七
年
一
月
中
旬
か
ら
下
旬
に

税
務
署
よ
り
送
付
さ
れ
ま
す
。 

※
振
替
納
税
の
有
無
・
予
定
納
税
額
・

消
費
税
の
中
間
申
告
額
な
ど
確
定

申
告
書
の
作
成
に
必
要
な
情
報
が

記
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

※
ｅ‐

Ｔ
ａ
ｘ
送
信
さ
れ
た
方
は
送

付
さ
れ
ま
せ
ん
。 

●
前
年
以
前
三
年
分
の 

決
算
書
・
申
告
書 

純
損
失
の
繰
越
控
除
、
減
価
償
却

費
の
計
算
等
に
必
要
な
資
料
と
な
り

ま
す
。 

●
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票 

 

令
和
七
年
一
月
中
旬
か
ら
下
旬

に
日
本
年
金
機
構
等
か
ら
送
付
予

定
で
す
。 

※
年
金
の
お
知
ら
せ
、
振
り
込
み
・
改

定
の
通
知
書
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

●
控
除
証
明
書
（
提
出
に
な
り
ま
す
。） 

・
国
民
年
金
保
険
料 

・
国
民
年
金
基
金 

・
小
規
模
企
業
共
済
等
掛
金
控
除 

・
生
命
保
険
料
控
除 

・
地
震
保
険
料
控
除 

・
寄
付
金
（
ふ
る
さ
と
納
税
等
） 

 

●
一
月
～
十
二
月
の
年
間
支
払 

（
証
明
書
は
不
要
で
す
。） 

・
国
民
健
康
保
険
料 

・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料 

・
介
護
保
険
料 

※
金
額
が
ご
不
明
の
方
は
、
事
前
に
区
・

市
役
所
に
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。 

●
医
療
費
控
除
の
明
細
書
作
成 

医
療
費
控
除
の
適
用
を
受
け
る
方

は
、
明
細
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。 

※
作
成
方
法
に
つ
い
て
ご
不
明
な
方

は
、
事
前
に
練
馬
西
青
色
申
告
会

に
お
問
合
わ
せ
頂
く
よ
う
お
願
い

致
し
ま
す
。 

※
医
療
費
の
領
収
書
は
確
定
申
告
期

限
等
か
ら
五
年
間
、
破
棄
せ
ず
に

必
ず
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。（
税
務

署
か
ら
医
療
費
の
領
収
書
の
提
示

又
は
提
出
を
求
め
ら
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。） 

 

●
満
期
保
険
金
が
あ
る 

場
合 

保
険
会
社
か
ら
送
付
さ
れ
る
満
期

保
険
金
、
今
ま
で
に
支
払
っ
た
掛
金

又
は
保
険
料
を
記
載
し
た
書
類
。 

※
書
類
が
な
い
場
合
は
そ
の
金
額
を

調
べ
る
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。 

●
Ｕ
Ｓ
Ｂ
メ
モ
リ
ー 

翌
年
分
の
デ
ー
タ
入
力
時
に
住

所
、
氏
名
、
扶
養
者
名
、
減
価
償
却

費
等
の
変
更
・
追
加
・
削
除
等
の
入

力
時
間
の
短
縮
に
な
り
ま
す
。（
事
務

局
で
も
販
売
し
て
お
り
ま
す
。
） 
 

 

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
） 

の
記
載 

・
確
定
申
告
さ
れ
る
方 

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
場
合
） 

表
面
裏
面
の
コ
ピ
ー 

 

（
通
知
カ
ー
ド
の
場
合
） 

通
知
カ
ー
ド
と
身
分
証
明
書 

（
免
許
証
・
健
康
保
険
証
・
パ
ス 

ポ
ー
ト
等
）
の
コ
ピ
ー 

・
専
従
者
や
扶
養
親
族
（
16
歳
未
満

の
方
を
含
む
。
）
の
い
る
方 

個
人
番
号
の
記
載
の
み 

●
会
計
ソ
フ
ト(

ブ
ル
ー
リ
タ
ー
ン
Ａ)

 

以
外
を
ご
利
用
の
方 

 

仕
訳
帳
・
現
金
出
納
帳
・
決
算
書

の
印
刷
さ
れ
た
も
の
。 

 

●
イ
ー
タ
ッ
ク
ス
送
信
を
さ
れ
る
方 

①
利
用
者
証
明
用
暗
証
番
号
（
数

字
４
桁
） 

②
署
名
用
暗
証
番
号
（
英
数
字
を

組
み
合
わ
せ
た
６
文
字
以
上
16

文
字
以
下
） 

①
②
ど
ち
ら
か
一
方
で
も
分
か
ら
な

い
場
合
は
、
ｅ‐

Ｔ
ａ
ｘ
送
信
が
出

来
ま
せ
ん
。 

※
二
回
目
以
降
の
申
告
は
①
の
み
で

送
信
で
き
ま
す
。 

●
青
色
申
告
決
算
書
が
変
わ
り
ま
し
た 

令
和
五
年
よ
り
青
色
申
告
決
算
書

の
三
ペ
ー
ジ
に
売
上
・
仕
入
金
額
の

明
細
欄
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。 

イ
ン
ボ
イ
ス
の
登
録
を
さ
れ
た
方

は
、
記
載
が
必
要
に
な
り
ま
す
。 

①
売
上
・
仕
入
先
名
・
所
在
地 

②
登
録
番
号 

③
売
上
・
仕
入
先
ご
と
の
金
額 

※
登
録
番
号
を
記
載
さ
れ
た
方
は
、

①
の
記
載
は
省
略
し
て
も
差
し
支

え
あ
り
ま
せ
ん
。 

●
令
和
六
年
免
税
事
業
者
で 

イ
ン
ボ
イ
ス
の
登
録
を
さ
れ
た
方 

 

令
和
四
年
分
の
確
定
申
告
で
課
税

売
上
高
が
一
千
万
円
以
下
で
あ
る
場

合
で
も
消
費
税
の
申
告
が
必
要
に
な

り
ま
す
。 

※
課
税
売
上
高
に
は
次
の
金
額
が
含

ま
れ
ま
す
。 

・
商
品
や
製
品
の
販
売
代
金 

・
請
負
工
事
代
金
、
サ
ー
ビ
ス
料 

等 

・
貸
店
舗
や
貸
事
務
所
の
賃
貸
料 

・
業
務
に
使
用
し
て
い
る
建
物
、 

車
両
、
機
械
、
パ
ソ
コ
ン
な
ど 

の
減
価
償
却
資
産
の
売
却
代
金 

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
顔
写
真

付
き
）
に
よ
る
、
ｅ‐

Ｔ
ａ
ｘ
送
信

に
ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。 

 

●
収
入
及
び
経
費
を
集
計
す
る
際 

〔
一
般
課
税
を
選
択
し
て
い
る
方
〕 

課
税
売
上
の
金
額
及
び
各
経
費
の

金
額
を
、
標
準
税
率
10
％
、
軽
減
税

率
８
％
に
区
分
し
て
集
計
し
て
頂
く

よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。 

〔
簡
易
課
税
を
選
択
し
て
い
る
方
〕 

課
税
売
上
の
金
額
（
二
種
類
以
上

の
業
種
を
お
持
ち
の
方
は
そ
の
年

分
の
課
税
売
上
の
内
訳
を
そ
の
業

種
ご
と
に
区
分
し
た
金
額
）
を
、
標

準
税
率
10
％
、
軽
減
税
率
８
％
に
区

分
し
て
集
計
し
て
頂
く
よ
う
お
願

い
致
し
ま
す
。 

●
納
付
ま
た
は
還
付
を
受
け
た 

消
費
税
の
処
理 

 

令
和
五
年
分
の
消
費
税
の
確
定
申

告
で
消
費
税
の
確
定
申
告
書
を
提
出

し
た
方 

・
納
付
し
た
消
費
税
額
で
令
和

五
年
に
未
払
金
処
理
を
し
て

い
な
い
場
合
に
は
、
令
和
六
年

分
の
経
費
（
租
税
公
課
）
と
な

り
ま
す
。 

・
還
付
を
受
け
た
消
費
税
額
で

令
和
五
年
に
未
収
金
処
理
を

し
て
い
な
い
場
合
に
は
令
和

六
年
分
の
収
益
（
雑
収
入
）
と

な
り
ま
す
。 

 

会
勢
拡
大
出
陣
式
・役
員
研
修
会 

令
和
６
年
度 

 

◇
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
し
ま
し
ょ
う
◇ 

令
和
６
年

10
月

29
日
（
火
）
青
年
部
主
催

に
よ
る
第
９
回
「
蕎
麦
打
ち
体
験
」
を
開
催

し
ま
し
た
。
午
前
と
午
後
の
２
回
開
催
し
、
午

前
６
名
、
午
後
４
名
の
合
計
９
名
の
方
に
ご

参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
さ
ん
は
初
め
て

の
蕎
麦
打
ち
体
験
で
し
た
が
、
講
師
の
青
年
部

紙
谷
副
部
長
の
見
本
の
後
に
蕎
麦
打
ち
の
工
程

を
こ
な
し
て
い
た
だ
き
、
美
味
し
い
お
蕎
麦
が

出
来
上
が
り
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

（
武
藤
） 

 

第
９
回 

蕎
麦
打
ち
体
験 

上
席
国
税
調
査
官 

高
田 

浩
明
様
に

ご
臨
席
を
賜
り
ご
挨
拶
を
頂
き
ま
し
た
。 

 

第
一
部
「
会
勢
拡
大
出
陣
式
」
で
は
、
連

合
会
の
会
勢
拡
大
研
修
会
に
参
加
さ
れ
た

藤
﨑
副
会
長
か
ら
「
デ
ジ
タ
ル
化
が
進
ん

で
い
く
中
で
の
広
報
の
仕
方
に
つ
い
て
」、

山
路
副
会
長
か
ら
「
個
人
事
業
主
の
仕
事

の
形
態
も
変
化
す
る
な
か
フ
リ
ー
ラ
ン
ス

協
会
に
つ
い
て
」
の
お
話
を
頂
き
ま
し
た
。 

 

休
憩
後
、
第
二
部
「
役
員
研
修
会
」
で

は
「
進
化
す
る
税
務
署
」
～
税
務
行
政
の

芸
術
の
秋
と
ぶ
ど
う
狩
り 

旅
行 

厚
生
部 

 

山
梨
県
立
美
術
館
前
で
撮
影 

 

青
年
部

 

(上)午前の部 (下)午後の部参加者 

 

 

▲梶野会長あいさつ 

  

副
署
長
講
演
の
風
景 

▲  
北
林
副
署
長 

▲  

Ｄ
Ｘ
～
と
題
し

て
、
北
林
副
署
長

の
ご
講
演
を
頂
き

ま
し
た
。 

 

国
税
局
で
は
総

務
、
資
産
課
税
課

に
携
わ
ら
れ
た
ご

経
験
か
ら
、
冒
頭

に
相
続
税
・
贈
与

税
の
概
要
と
現

状
、
令
和
六
年
一

月
一
日
施
行
さ
れ

た
税
制
改
正
の
ご

説
明
に
続
い
て
、

令
和
五
年
六
月 

税
務
行
政
の
デ
ジ

タ
ル
・
ト
ラ
ン
ス 

 

フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
（
デ
ジ
タ
ル
を
活
用

し
た
、
国
税
に
関
す
る
手
続
や
業
務
の
在

り
方
）
が
抜
本
的
に
見
直
さ
れ
社
会
全
体

の
生
産
性
を
高
め
て
い
く
取
組
に
つ
い
て

お
話
を
頂
き
ま
し
た
。 

第
三
部
と
し
て
、
大
泉
落
語
研
究
会
の

方
の
落
語
を
聞
い
て
終
了
致
し
ま
し
た
。 

公
務
ご
多
忙
の
中
、
ご
講
演
を
お
受
け
い

た
だ
き
ま
し
た
北
林
副
署
長
は
じ
め
幹
部

の
皆
様
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
と
共
に
、
ご

参
加
頂
き
ま
し
た
役
員
の
皆
様
に
紙
面
を

お
借
り
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。（
高
田
） 

十
月
十
五
日
（
火
）「
会
勢
拡
大
出
陣
式
・

役
員
研
修
会
」
を
練
馬
区
立
勤
労
福
祉
会

館
に
て
、
四
十
八
名
の
役
員
の
皆
様
に
ご

出
席
を
頂
き
開
催
致
し
ま
し
た
。 

物
故
者
に
対
す
る
黙
祷
、
山
田
副
会
長

の
開
会
挨
拶
、
会
歌
斉
唱
を
行
い
ま
し
た
。 

梶
野
会
長
か
ら
「
支
部
会
を
出
発
と
し

て
秋
の
勧
奨
月
間
に
、
一
名
で
も
多
く
ご

入
会
頂
け
る
よ
う
皆
様
と
団
結
し
て
、
会

勢
拡
大
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
」
と
の

挨
拶
を
頂
き
ま
し
た
。
ご
来
賓
と
し
て
、 

練
馬
西
税
務
署
副
署
長 

北
林 

元
寛
様 

 

練
馬
西
税
務
署
個
人
課
税
第
一
部
門 

統
括
国
税
調
査
官 

三
木 

一
枝
様 

●
税
務
署
収
受
印
の
廃
止
に
つ
い
て 

 

令
和
七
年
一
月
以
後
、
税
務
行
政
の

デ
ジ
タ
ル
化
に
お
け
る
手
続
き
見
直

し
の
一
環
と
し
て
、
申
告
書
等
（
税
務

署
に
提
出
・
郵
送
さ
れ
る
全
て
の
文

書
）
の
控
え
に
収
受
日
付
印
の
押
な
つ

が
行
わ
れ
な
い
こ
と
と
な
り
ま
す
。 

  

●｢

確
定
申
告
の
お
知
ら
せ
は
が
き｣

 

ま
た
は
「
通
知
書
」 

令
和
七
年
一
月
中
旬
か
ら
下
旬
に

税
務
署
よ
り
送
付
さ
れ
ま
す
。 

・
振
替
納
税
の
有
無 

・
予
定
納
税
額 

・
消
費
税
の
中
間
申
告
額 

な
ど
確
定
申
告
書
の
作
成
に
必
要
な

情
報
が
記
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

※
ｅ‐

Ｔ
ａ
ｘ
送
信
さ
れ
た
方
は
送

付
さ
れ
ま
せ
ん
。 

●
三
年
分
の
決
算
書
・
申
告
書 

（
令
和
三
年
～
五
年
） 

純
損
失
の
繰
越
控
除
、
減
価
償
却

費
の
計
算
等
に
必
要
で
す
。 

●
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票 

 

令
和
七
年
一
月
中
旬
か
ら
下
旬

に
日
本
年
金
機
構
等
か
ら
送
付
予

定
で
す
。 

※
年
金
の
お
知
ら
せ
、
振
り
込
み
・
改

定
の
通
知
書
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

事
務
局
か
ら
の
お
願
い 

決
算
相
談
時
間
は
会
員
一
人

当
た
り

60
分
ま
で
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
ご
理
解

の
ほ
ど
お
願
い
致
し
ま
す
。 

な
お
、
決
算
時
に
年
末
調
整

の
手
続
き
は
で
き
か
ね
ま
す
の

で
、
１
月
10
日
ま
で
に
お
越
し

く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
ご
協
力
を

お
願
い
致
し
ま
す
。 

《
事
前
準
備
》 

《
消
費
税
の
事
前
準
備
》 

５
年
ぶ
り
に
行
わ
れ
る
厚
生
部
バ
ス
旅
行
、

10
月
６
日
の
日
曜
日
、
参
加
人
数
46
人
で
、
山

梨
県
に
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。 

最
初
の
目
的
地
の
山
梨
県
立
美
術
館
は
、
ミ

レ
ー
の
作
品
で
有
名
で
す
が
、
山
梨
県
に
ゆ
か

り
の
あ
る
画
家
の
作
品
も
多
く
展
示
し
て
あ
り

ま
し
た
。
広
々
と
し
た
館
内
で
は
、
静
か
に
心
を

落
ち
つ
け
て
鑑
賞
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

昼
食
は
、
甲
府
駅
前
の
甲
府
名
物
鳥
も
つ
煮

の
発
祥
の
お
食
事
処
「
奥
藤
本
店
」
に
て
、
そ
ば

と
も
つ
煮
の
御
前
料
理
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

食
事
の
後
は
、
桔
梗
信
玄
餅
工
場
テ
ー
マ
パ
ー

ク
へ
立
ち
寄
り
ま
し
た
。
買
い
物
と
工
場
見
学
が

出
来
ま
し
た
が
、
時
間
の
都
合
上
、
大
半
の
方

が
、
買
い
物
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

最
後
の
目
的
地
は
「見
晴
し
園
」と
い
う
農
園
の

ぶ
ど
う
狩
り
。
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
に
乗
換
え
て
、
ぶ
ど

う
畑
へ
向
か
い
ま
し
た
。
一
房
の
ぶ
ど
う
に
は
大

き
な
粒
が
一
人
で
は
食
べ
き
れ
な
い
ぐ
ら
い
た
く

さ
ん
実
り
、
と
て
も
甘
く
て
美
味
し
か
っ
た
で
す
。 

こ
の
日
は
天 

候
が
危
ぶ
ま
れ 

ま
し
た
が
、
傘
を 

使
う
こ
と
も
な 

く
無
事
に
帰
っ 

て
き
ま
し
た
。 

ご
参
加
の
皆 

様
、
お
疲
れ
さ 

ま
で
ご
ざ
い
ま 

し
た
。
今
回
、
参 

加
さ
れ
て
い
な 

い
方
も
、
次
の 

厚
生
部
の
企
画 

が
あ
り
ま
し
た 

ら
、
是
非
ご
参 

加
く
だ
さ
い
。 

（
内
） 


